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１１
月
は
児
童
虐
待
防
止
推
進

月
間
で
す

　
児
童
虐
待
は
社
会
全
体
で
解
決

す
べ
き
問
題
で
す
。
虐
待
を
受
け

た
と
思
わ
れ
る
子
ど
も
を
見
か
け

た
ら
、
迷
わ
ず
ご
連
絡
く
だ
さ
い
。

■
連
絡
先
＝
児
童
相
談
所
全
国
共

通
ダ
イ
ヤ
ル
☎
１
８
９
、
児
童
虐

待
緊
急
ダ
イ
ヤ
ル（
夜
間
、土
・
日

曜
日
、祝
日
）☎
０
２
８（
６
６
５
）

３
６
７
７
、
児
童
虐
待
ホ
ッ
ト
ラ

イ
ン
☎

（２１）
６
７
７
２

子
ど
も
の
養
育
に
関
す
る

悩
み
相
談
を
受
け
付
け
ま
す

　

出
産
や
子
育
て
の
悩
み
な
ど
が

あ
り
ま
し
た
ら
、
ひ
と
り
で
悩
ま

ず
に
お
気
軽
に
ご
相
談
く
だ
さ

い
。
相
談
は
無
料
で
す
。

■
問
合
せ
＝
同
室
☎

（２０）
３
０
０
２

全
国
一
斉
「
女
性
の
人
権
ホ
ッ

ト
ラ
イ
ン
」
強
化
週
間

　

都
宮
地
方
法
務
局
と
栃
木
県
人

権
擁
護
委
員
連
合
会
で
は
、
11
月

16
日
～
22
日
の
間
を
強
化
週
間
と

し
て
、
女
性
の
人
権
問
題
を
め
ぐ

る
相
談
を
電
話
で
お
受
け
し
ま

す
。

▼
開
設
期
間
＝
同
週
間
午
前
８
時

30
分
～
午
後
７
時
（
土
・
日
曜
日

午
前
10
時
～
午
後
５
時
）

▼
連
絡
先
＝
「
女
性
の
人
権
ホ
ッ

ト
ラ
イ
ン
」（
ナ
ビ
ダ
イ
ヤ
ル
）

☎
０
５
７
０（
０
７
０
）８
１
０

■
問
合
せ
＝
人
権
・
男
女
共
同
参

画
課
☎

（２７）
２
３
５
４

多
重
債
務
者
相
談

強
化
キ
ャ
ン
ペ
ー
ン

　

県
で
は
11
月
を
キ
ャ
ン
ペ
ー
ン

期
間
と
し
、
県
弁
護
士
会
、
県
司

法
書
士
会
と
多
重
債
務
の
無
料
相

談
会
を
開
催
し
ま
す（
要
予
約
）。

▼
日
時
＝
11
月
12
日
（木）
午
後
１
時

～
５
時　

▼
会
場
＝
県
庁
研
修
館（
宇
都
宮

市
）

■
申
込
＝
県
消
費
生
活
セ
ン
タ
ー

☎
０
２
８（
６
２
５
）２
２
２
７

１１
月
は
全
国
青
少
年
健
全
育

成
強
調
月
間
で
す　

　
県
で
は
、
子
ど
も
を
育
む
た
め

の
大
人
の
基
本
理
念
や
行
動
指
針

と
し
て
、
平
成
22
年
２
月
に
「
と

ち
ぎ
の
子
ど
も
育
成
憲
章
」
を
制

定
し
ま
し
た
。

　

市
で
も
、
子
ど
も
た
ち
が
夢
や

希
望
を
持
ち
心
豊
か
で
た
く
ま
し

く
成
長
す
る
た
め
に
、
大
人
が
積

極
的
に
子
ど
も
た
ち
と
関
わ
っ
て

い
き
ま
し
ょ
う
。

■
問
合
せ
＝
少
年
指
導
セ
ン
タ
ー

☎
（６１）
１
１
７
５

佐
野
田
沼
イ
ン
タ
ー
周
辺
土

地
区
画
整
理
事
業
の
換
地
計

画
の
縦
覧　

　
換
地
計
画
を
縦
覧
し
ま
す
。

▼
縦
覧
期
間
＝
11
月
11
日
（水）
～
24

日
（火）
午
前
８
時
30
分
～
午
後
５
時

15
分（
土
・
日
曜
日
、祝
日
も
可
）　

▼
縦
覧
場
所
＝
企
業
誘
致
課
（
田

沼
庁
舎
本
館
２
階
）

※
換
地
計
画
に
つ
い
て
意
見
の
あ

る
利
害
関
係
者
は
、
縦
覧
期
間
内

に
施
行
者（
佐
野
市
）に
意
見
書
を

提
出
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す

■
問
合
せ
＝
同
課
☎

（６１）
１
１
１
５

都
市
計
画
の
変
更
に
関
す
る

案
の
縦
覧

▼
縦
覧
す
る
案
＝
足
利
佐
野
都
市

計
画
区
域
マ
ス
タ
ー
プ
ラ
ン

▼
縦
覧
期
間
＝
11
月
13
日
（金）
～
27

日
（金）
午
前
８
時
30
分
～
午
後
５
時

15
分（
土
・
日
曜
日
、祝
日
を
除
く
）

▼
縦
覧
場
所
＝
県
都
市
計
画
課
、

安
足
土
木
事
務
所
企
画
調
査
課
、

市
都
市
計
画
課

※
都
市
計
画
の
案
に
つ
い
て
意
見

の
あ
る
方
は
、
縦
覧
期
間
内
に
直

接
ま
た
は
郵
送
で
、
県
都
市
計
画

課
、
安
足
土
木
事
務
所
企
画
調
査

課
、
市
都
市
計
画
課
に
意
見
書
を

提
出
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。
提

出
さ
れ
た
意
見
書
の
要
旨
は
県
都

市
計
画
審
議
会
に
提
出
さ
れ
ま
す

■
問
合
せ
＝
県
都
市
計
画
課

☎
０
２
８（
６
２
３
）２
４
６
５

雇
用
保
険
の
届
出
に
は
「
マ

イ
ナ
ン
バ
ー
」
の
記
載
を

　

平
成
27
年
10
月
か
ら
マ
イ
ナ
ン

バ
ー
（
個
人
番
号
）・
法
人
番
号

が
通
知
さ
れ
、
平
成
28
年
１
月
か

ら
順
次
利
用
が
開
始
さ
れ
ま
す
。

　

雇
用
保
険
関
係
で
は
、
被
保
険

者
資
格
取
得
届
・
資
格
喪
失
届
な

ど
に
個
人
番
号
を
記
載
し
て
ハ

ロ
ー
ワ
ー
ク
に
届
け
出
る
こ
と
が

必
要
に
な
り
ま
す
。

■
問
合
せ
＝
佐
野
公
共
職
業
安
定

所
☎

（２２）
６
２
６
０

臨
時
福
祉
給
付
金
の
申
請
は

12
月
１
日
ま
で

　

支
給
の
可
能
性
の
あ
る
方
に

は
、
個
別
に
申
請
書
な
ど
を
発
送

し
ま
し
た
。
期
日
ま
で
に
、
申
請

書
を
ご
提
出
く
だ
さ
い
。
■
問
合

せ
＝
社
会
福
祉
課
（
専
用
ダ
イ
ヤ

ル
）
☎

（２０）
３
０
３
０

佐野市相生町２８１６

0283-24-9569

Yes, we teach living English!
新入生募集中！
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皆さんの生活に関することについてのお知らせです。

３つのポイント
●寄付金不要………お墓にかかる費用は年間管理費（8,500～）のみです。
●全区画平坦地……階段が苦手な方に車イスの方でも安心です。
●ペット共葬区画…大切なペットとも一緒に入れます。

メモリアルパーク山川霊園　TEL 0120-215-688
足利市山川町1079番地 検索メモリアルパーク山川霊園

宗教宗派自由霊園・〈現地案内会を随時開催中〉9:00～17:00市内を一望、
見晴らしの丘に
広がる美しの霊園

市内を一望、
見晴らしの丘に
広がる美しの霊園

11
月
は
労
働
保
険
適
用
促
進

強
化
期
間

　

労
働
保
険
（
労
災
保
険
・
雇
用

保
険
）
の
加
入
手
続
き
を
さ
れ
て

い
な
い
事
業
主
の
方
は
、
労
働
基

準
監
督
署
や
公
共
職
業
安
定
所
で

加
入
手
続
き
を
し
て
く
だ
さ
い
。

■
問
合
せ
＝
栃
木
労
働
基
準
監
督

署
☎
０
２
８
２

（２４）
７
７
６
６
、

佐
野
公
共
職
業
安
定
所

☎
（２２）
６
２
６
０

最
低
賃
金
の
改
正

　

栃
木
県
最
低
賃
金
が
10
月
１
日

か
ら
１
時
間
751
円
に
改
正
さ
れ
ま

し
た
。
こ
の
最
低
賃
金
は
、
県
内

の
事
業
場
で
働
く
す
べ
て
の
労
働

者
と
そ
の
使
用
者
に
適
用
さ
れ
、

一
般
労
働
者
は
も
ち
ろ
ん
、
臨
時
、

パ
ー
ト
、
ア
ル
バ
イ
ト
な
ど
に
も

適
用
さ
れ
ま
す
。

■
問
合
せ
＝
栃
木
労
働
局
賃
金
室

☎
０
２
８（
６
３
４
）９
１
０
９

働
く
人
の
メ
ン
タ
ル
ヘ
ル
ス

相
談

　

カ
ウ
ン
セ
リ
ン
グ
を
無
料
で
行

い
ま
す
。
▼
日
時
＝
12
月
２
日
、

１
月
６
日
、
２
月
３
日
（
毎
月
第

１
水
曜
日
）
午
後
１
時
30
分
～
４

時
30
分　

▼
会
場
＝
足
利
庁
舎
足

利
労
政
事
務
所　

■
申
込
＝
実
施
日
前
週
の
金
曜
日

ま
で
に
、
同
事
務
所
へ

☎
０
２
８
４

（４１）
１
２
４
１

県
立
県
南
産
業
技
術
専
門
校

の
訓
練
生
を
募
集　

▼
科
目
・
定
員
＝
機
械
加
工
科
５

人
、
板
金
溶
接
科
５
人

※
随
時
見
学
可

▼
訓
練
期
間
＝
平
成
28
年
１
月
５

日
（火）
～
６
月
23
日
（木）
（
６
カ
月
間
）

▼
一
次
募
集
＝
11
月
２
日
（月）
～
18

日
（水）
（
選
考
日
11
月
27
日
（金）
）

▼
二
次
募
集
＝
12
月
４
日
（金）
～
17

日
（木）
（
選
考
日
12
月
25
日
（金）
）

※
１
次
試
験
の
結
果
に
よ
り
２
次

募
集
を
行
わ
な
い
場
合
も
あ
り

▼
費
用
＝
無
料
（
テ
キ
ス
ト
代
、

作
業
衣
代
な
ど
は
自
己
負
担
）

■
申
込
＝
県
南
産
業
技
術
専
門
校

☎
０
２
８
４

（９１）
０
８
０
３
（
求
職

登
録
さ
れ
て
い
る
方
は
、
ハ
ロ
ー

ワ
ー
ク
へ
）

警
察
に
よ
る「
被
害
者
支
援
」

　

警
察
で
は
被
害
に
遭
わ
れ
た

方
々
へ
、
さ
ま
ざ
ま
な
支
援
活
動

を
行
っ
て
い
ま
す
。

●
犯
罪
被
害
給
付
制
度

　

殺
人
な
ど
の
故
意
の
犯
罪
行
為

に
よ
る
ご
遺
族
、
重
大
な
負
傷
ま

た
は
後
遺
障
害
が
残
っ
た
被
害
者

の
方
な
ど
不
慮
の
被
害
を
受
け
た

方
々
に
対
し
、
給
付
金
が
支
給
さ

れ
る
も
の
で
す
。

●
被
害
者
連
絡
制
度
・
再
被
害
防

止
制
度

　

警
察
か
ら
一
定
の
対
象
犯
罪
に

遭
わ
れ
た
方
々
へ
捜
査
状
況
な
ど

を
連
絡
す
る
も
の
で
す
。
加
害
者

か
ら
再
度
被
害
を
受
け
る
恐
れ
が

あ
る
場
合
に
は
、
防
犯
指
導
や
警

戒
措
置
な
ど
を
行
い
ま
す
。

●
カ
ウ
ン
セ
リ
ン
グ
制
度

　

犯
罪
被
害
が
原
因
と
な
っ
て
、

不
安
や
悩
み
な
ど
を
抱
え
て
い
る

被
害
者
な
ど
に
対
し
、
精
神
的
被

害
の
回
復
・
軽
減
を
図
る
た
め
、

カ
ウ
ン
セ
リ
ン
グ
を
実
施
し
て
い

ま
す
。
■
問
合
せ
＝
佐
野
警
察
署

☎
（２４）
０
１
１
０

※
公
益
社
団
法
人
被
害
者
支
援
セ

ン
タ
ー
と
ち
ぎ
☎
０
２
８（
６
４
３
）

３
９
４
０
で
も
、
電
話
相
談
・
面

接
相
談
を
受
け
付
け
て
い
ま
す

秋
の
火
災
予
防
運
動　

　
11
月
９
日
～
15
日
（日）
ま
で
秋
の

火
災
予
防
運
動
が
行
わ
れ
ま
す
。

　

秋
か
ら
冬
に
か
け
て
暖
房
器
具

な
ど
火
気
を
取
り
扱
う
機
会
が
増

え
、
ま
た
空
気
が
乾
燥
し
て
一
年

を
通
し
て
最
も
火
災
が
起
こ
り
や

す
い
時
期
と
な
り
ま
す
。
最
近
、

電
気
製
品
が
原
因
と
み
ら
れ
る
火

災
も
頻
繁
に
発
生
し
て
い
ま
す
の

で
、
プ
ラ
グ
の
清
掃
、
機
器
本
体

や
配
線
の
点
検
を
し
て
い
た
だ
く

と
と
も
に
、
家
の
周
囲
に
燃
え
や

す
い
物
を
置
か
な
い
な
ど
、
放
火

さ
れ
な
い
環
境
づ
く
り
に
ご
協
力

を
お
願
い
し
ま
す
。

平
成
27
年
度
全
国
統
一
防
火
標
語

『
無
防
備
な 

心
に
火
災
が 

か
く

れ
ん
ぼ
』

※
全
て
の
住
宅
に
対
し
て
、
住
宅

用
火
災
警
報
器
の
設
置
が
義
務
付

け
さ
れ
て
い
ま
す
。
ま
だ
取
り
付

け
が
お
済
み
で
な
い
ご
家
庭
に
つ

い
て
は
、
寝
室
を
中
心
に
住
宅
用

火
災
警
報
器
の
早
期
取
り
付
け
を

お
願
い
し
ま
す　

■
問
合
せ
＝
消

防
本
部
予
防
課
☎

（２３）
９
９
１
０

消
費
生
活
ホ
ッ
ト
ラ
イ
ン

「
局
番
無
し
１
８
８
番
」

　

契
約
、
悪
質
商
法
、
製
品
・
食

品
や
サ
ー
ビ
ス
に
よ
る
事
故
な
ど

の
ご
相
談
は
消
費
者
ホ
ッ
ト
ラ
イ

ン
に
お
電
話
く
だ
さ
い
。

■
問
合
せ
＝
消
費
生
活
セ
ン
タ
ー

☎
（６１）
１
１
６
１




